




序     文 
 

日本国政府は南部スーダンの要請に基づき「南部スーダン内水輸送運営管理能力強化プロジェ

クト」の実施を決定し、独立行政法人国際協力機構がこのプロジェクトを実施することといたし

ました。 
当機構ではプロジェクト開始に先立ち、本プロジェクトを円滑かつ効率的に進めるため、2010

年10月10日（日）～2010年10月25日（月）までの16日間にわたり、当機構 経済基盤開発部都市・

地域開発第一課長 林宏之を団長とする詳細計画策定調査団を現地に派遣しました。調査団は、技

術協力プロジェクトに係る要請の背景、内容を確認し、先方政府関係機関との協議を経て、詳細

な協力計画を策定するとともに、本プロジェクトに関する協議議事録（Minutes of Discussions：
M/D）に取りまとめ、署名しました。また、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情

報の収集、分析も行いました。 
 
本報告書は、今回の調査を取りまとめるとともに、引き続き実施を予定しているプロジェクト

に資するためのものです。 
 
終わりに、調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 
 
平成23年1月 

 

独立行政法人国際協力機構 
経済基盤開発部長 小西 淳文 
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写   真 

  
（機械化荷役）桟橋での小型クレーンを使

った荷役。機械化荷役は限定的である。 

（人力荷役）自然護岸に係留しているバージ。

これらのバージからは料金徴収できていない。

  
（統計の状況）貨物取扱量の推移を表すグ

ラフがジュバ港管理組合（JRPA）オフィス

内に掲示されていた。JRPA によって作成さ

れているが、精度は低いとのこと。 

（輸送物資）ハルツームから届いた飲料。内水

輸送によって食糧、機材、車両など幅広い物資

が運ばれているがジュバ港の取扱能力によっ

て、ジュバ市のニーズは満たせていない。 

  
（専門家執務環境候補）JRPA の執務スペー

ス。南部スーダン政府（GOSS）はこの 1 部

屋を日本人専門家用のオフィススペースと

して提案している。 

（専門家執務環境候補）オフィス全景。向かっ

て右側 2 棟が GOSS、左下が中央エクアトリア

州（CES）、左上が無償資金協力準備調査のコン

サルタントが利用している。1 部屋は 20 フィ

ートコンテナ 2 つ分。 



略語一覧 
 

CES Central Equatoria State 中央エクアトリア州 
CES/MoPI Central Equatoria State, Ministry of 

Physical Infrastructure 
中央エクアトリア州インフラ省 

C/P Counterpart カウンターパート 

CPA Comprehensive Peace Agreement 包括的和平合意 

GONU Government of National Unity 統一政府 

GOSS Government of Southern Sudan 南部スーダン政府 
GOSS/MTR Government of Southern Sudan, 

Ministry of Transport and Roads 
南部スーダン政府運輸道路省 

JRPA Juba River Port Administration ジュバ港管理組合 

MDTF Multi Donor Trust Fund マルチドナー・トラストファンド 
（スーダン復興信託基金） 

NRTC North River Transport Corporation 北部河川交通社 

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス 

PO Plan of Operation 活動計画 

RTC River Transport Corporation 河川交通社 

SRTC South River Transport Corporation 南部河川交通社 

TSP Transport Sector Policy 運輸分野方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第１章 調査概要 
 
１－１ 背 景 

50 年にわたる内戦を終結させた 2005 年の包括的和平合意（Comprehensive Peace Agreement：
CPA）を経て、スーダン南部では南部スーダン政府（Government of Southern Sudan：GOSS）が設

立され、戦後復興が進むとともに、2011 年 1 月に実施予定の南部スーダンの独立を問う住民投票

に向けて社会的な機運も活性化してきている。社会・経済の再活性化に伴い、同地域では生活や

インフラ開発に必要となる北部スーダン及び周辺諸外国からの物資輸入に対する需要が急増して

おり、安定的かつ効率的な物流の確保が経済社会基盤形成の鍵になるとともに、円滑な物流の増

進により南北間の社会的・経済的交流が強まり、更なる和平促進への寄与も期待されている。 
一方、南北スーダンを結ぶ幹線道路は未舗装かつナイル川沿いの大湿地帯を西側に大きく迂回

しており輸送能力・効率が不足するため、北部スーダン側の拠点港であるコスティ港と南部スー

ダンの中心都市ジュバとを白ナイル川で結ぶ内水輸送が、南側のケニア・ウガンダ両国と結ぶル

ートとともに、南部スーダンの復興を支える生命線となっている。 
かかる状況を受け、JICA はジュバ港が南部スーダンの経済活動を支える物流の拠点としてふさ

わしい機能を備えるべく、港湾セクターに協力を行う唯一のドナーとして、施設改修及び運営管

理能力強化を CPA 直後から一貫して支援してきている。 
同港に対しては、これまでに、緊急開発調査・フォローアップ協力を通じ、バージ係留桟橋（35m）

整備、クレーンの供与等を行い、荷役の機械化を一部導入している。2013 年度に完工予定の「ジ

ュバ河川港拡充計画」（無償資金協力）では、桟橋（200m）、大型クレーン、上屋等の整備が計画

されており、機械化荷役の本格導入により貨物取扱能力は 4,600t/月から、7,500t/月に増強される

予定である。また、同港の適切な運営管理を目的として、GOSS 運輸道路省（Ministry of Transport 
and Roads：GOSS/MTR）と中央エクアトリア州インフラ省（Ministry of Physical Infrastructure,Central 
Equatoria State：CES/MoPI）が合同で立ち上げたジュバ港管理組合（Juba River Port Administration：
JRPA）に対しては、クレーン等機材の適切な利用、施設の維持管理など、港湾管理に係る初歩的

な技術移転も行っている。 
 上述の背景及び「ジュバ河川港拡充計画」にて整備される施設・機材が適切に管理され荷役業

務が効率化されるよう、GOSS は JRPA 及びジュバ港関係者の管理運営能力を強化することを目

的として、あわせて、他の南部スーダン主要港においても今後近代港湾システムの導入がめざさ

れるところ、これらの港湾の人材に対してもジュバ港で蓄積された知見及び経験を共有すること

を目的として技術協力プロジェクトを要請してきた。それに基づいて、JICA は 2010 年 10 月に技

術協力プロジェクト「南部スーダン内水輸送運営管理能力強化プロジェクト」詳細計画策定調査

団を派遣することとなった。 
 
１－２ 目 的 

技術協力プロジェクトに係る要請の背景、内容を確認し、先方政府関係機関との協議を経て、

詳細な協力計画を策定するとともに、当該プロジェクトの事前評価を行うために必要な情報を収

集、分析する。 
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１－３ 団 員 

 氏 名 担 当 所属先・役職 期 間 

1 林 宏之 団長/総括 
JICA 経済基盤開発部 

都市・地域開発第一課 課長 
10.16～10.23 

2 石橋 洋信 港湾行政 
国土交通省港湾局 

技術企画課技術監理室技術審査官 
10.16～10.25 

3 小島 海 協力企画  
JICA 経済基盤開発部 

都市・地域開発第一課 職員 
同上 

4 原田 郷子 評価分析 
株式会社双日総合研究所 

事業コンサルティンググループ研究員 
10.10～10.25 

5 安部 智久 港湾管理 
財団法人国際臨海開発研究センター 

研究主幹 
同上 

 
１－４ 日 程 

全体日程 2010 年 10 月 10 日（日）～2010 年 10 月 25 日（月） 
〔うち、現地調査期間：2010 年 10 月 11 日（月）～2010 年 10 月 24 日（日）〕 
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日 順  日 付 内 容 

1 10 月 10 日 日 （コンサルタント団員：成田→ドーハ） 

2 10 月 11 日 月
（ドーハ→ハルツーム） 

・JICA スーダン事務所 

（ハルツーム→ジュバ） 

南スーダンフィールドオフィス打合せ 

GOSS/MTR 表敬 
3 10 月 12 日 火

JRPA 表敬 

CES/MoPI 表敬・インタビュー 

Southern Sudan Urban Water Corporation インタビュー 4 10 月 13 日 水

GOSS/MTR インタビュー 

片平エンジニアリングインターナショナルインタビュー 

CES/MoPI インタビュー 

JRPA インタビュー 
5 10 月 14 日 木

北部河川交通社（NRTC）インタビュー 

6 10 月 15 日 金 現地視察/JRPA インタビュー 

書類整理 

（官団員：成田→ドーハ） 7 10 月 16 日 土

・JICA 専門家インタビュー（理数科教育・教育省勤務）

8 10 月 17 日 日
（ドーハ→ハルツーム） 

・JICA スーダン事務所 

（ハルツーム→ジュバ) 

JRPA インタビュー 9 10 月 18 日 月

Ministry of Regional Cooperation,GOSS 表敬 

10 10 月 19 日 火 ミニッツ協議（GOSS/MTR） 

現場視察/ミニッツ協議（JRPA） 
11 10 月 20 日 水

ミニッツ協議（CES/MoPI） 

12 10 月 21 日 木 ミニッツ協議（CES/MoPI） 

13 10 月 22 日 金 ミニッツサイン 

14 10 月 23 日 土 （ジュバ→ハルツーム） 

15 10 月 24 日 日 在ハルツーム日本大使館/JICA 事務所報告 

16 10 月 25 日 月 東京着 
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１－５ 面談者 

Minstry of Transport and Roads, GOSS 

(Railway DG) Mr. Leonardo Nhial Bol 

(River Transport DG) Mr.Abdu Silye M. Lako 

Ministry of Regional Cooperation, GOSS 

(Director) Joshua Franco Paul Maya 

Ministry of Finance, GOSS 

- 

Ministry of Physical Infrastructure, CES 

(1st) DG Mr. Lewis Gore George 

(Transport & Canal DG) Mr. Lino Achebesta D Kenyi 

(Housing DG) Mr. Emanuel Dlatry 

JRPA 

(Manager) Mr. Zabier Taban Zanayo  

(Cargo Ship Inspector) Mr. Charles Juma Seyis 

Southern Sudan Urban Water Corporation 

(GM) Mr. Chamjok Chung Wiltor 

(Office Manager) Mr. Simon Kuay 

(Project Manager) Mr. Khor Guang 

Northern River Transport Corporation 

(Manager) Mr. Jacob Daniel Djadobe 

片平エンジニアリングインターナショナル 

（環境社会配慮）向井潔 

JICA 専門家（南部スーダン理数科教育強化プロジェクト/教育省勤務）

（チーフアドバイザー）中村由輝 

 
１－６ 協議内容  

(1) 技術協力プロジェクトスキームについて 
技術協力プロジェクトの責任・実施機関となる GOSS/MTR/内陸水運総局（DRT）、CES/MoPI、

JRPA に対し、プロジェクトの実施主体はあくまで南部スーダン側にあり、日本側は南部スー

ダンによる取り組みを支援する技術協力プロジェクトの基本的考えを説明した。これに対し、

3 者ともにその重要性を理解し、プロジェクト開始後は適切なカウンターパート

（Counterpart：C/P）を任命し、負担事項を着実に履行することを了解した。 
 

(2) プロジェクト内容の協議、合意 
1) プロジェクトタイトル（英文）の変更 

人材育成をより強調するため、以下の変更を合意した。また Waterway については単純

なスペルミスのため、プロジェクトタイトルの変更に合意した1。 
                                                        
1 2010 年 11 月に外務本省に対して正式な変更手続き済み。 
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【変更前】 
The Project for Improvement of Operation and Maintenance of Inland Water Way in Southern 
Sudan 

【変更後】 
The Project for Enhancement of Operation and Management Capacity of Inland Waterway in 
Southern Sudan 

2) プロジェクト目標の追加 
南部スーダンにおけるニーズを踏まえ、他港への拡大をプロジェクト目標として明記す

ることとした。 
【変更前】 

The administration capacity of Juba port is strengthened. 

【変更後】 
①The management capacity of Juba port is strengthened. 
②Port management system established at Juba port is continuously shared among other ports in 

South Sudan. 
 
追加に際しての主要な議論は次のとおり。 
・上位目標の実現には、ジュバ港の荷役を円滑化するだけでなく、荷物の受け手、送り

手側となる他の港の人材育成も不可欠である。 
・南部スーダン内でジュバとその他の地域間格差が拡大しつつあり、南部スーダンの均

衡ある発展の観点からも、他港に対するインプットも不可欠である。 
・ただし、他港への拡大は以下 3)のとおりの協力方法とする。 

 
3) プロジェクト対象地名の変更 

協力対象地域を以下のとおり合意した。 
【変更前】 

ジュバ/南部スーダン全土 
【変更後】 

南部スーダン主要港（ジュバ、マンガラ、ボア、シャンベ、アドック、マラカル、レン

クの 7 港） 
 
対象地選定の主な理由及び協力の考え方は次のとおり。 
・南部スーダンにおいて貨物を取り扱う主要な商業港である。 
・他港に対する具体的な協力方法としては、日本人専門家の派遣は治安の許す範囲内で

の情報収集・課題指摘のための現地視察程度とし、ジュバ、第三国、本邦での研修実

施を中心とする。 
・なお、現在南部政府と州政府による共同管理組合が存在するのはマラカルのみで   

あり、他港は、実態上南部政府による管理が始まっていない状況である。 
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(3) プロジェクト実施の枠組み協議、合意 
C/P の任命について以下のとおり合意した。 
責任機関：GOSS/MTR/DRT（責任者：同局長） 
実施機関：CES/MoPI（責任者：同第一局長） 
C/P： 

・法制度整備関連：GOSS/MTR/DRT 次長 
・ジュバ港管理運営：JRPA 港専任管理者（Port Manager）及び CESS/MoPI 住宅建設局技師 
・その他 6 港：各港における適任者をプロジェクト実施時期に GOSS がアサインする。 

 
(4) 先方負担事項について 

C/P の配置（給与負担を含む）、オフィススペース、必要な便宜供与を含めて南部スーダン

側の合意が得られたものの、実施に際しては先方政府の履行能力を見極めつつ、柔軟な対応

が必要になると考えられる。 
 
(5) プロジェクト活動について 

GOSS、CES、JRPA ともにプロジェクトの方向性、内容については認識を共有しており、

プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）/活動計画（PO）（付属資料 3.）に合意した。 
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第２章 運輸・交通分野の現状 
 
２－１ 計画・政策 

２－１－１ 概 要 
 南部スーダンにおける運輸・交通分野の計画としては、CPA の枠組み及び統一政府

（Government of National Unity：GONU）制定の法律に基づいて、各セクターの政策を盛り込ん

だ運輸分野方針（Transport Sector Policy：TSP）が 2007 年、GOSS/MTR によって策定されてい

る。 
 TSP では、安全で効率的かつ安定した運輸・交通システムの構築によって南部スーダンの人々

の生活向上に寄与することを目的に、基本政策として①遠隔地を含む地方の人々に利用可能な

交通網の確立、②効率的な物流網、交通網の確立、③安全な運輸・交通サービスの提供、④運

輸・交通システム整備による人々の生活改善、⑤環境、資源保全、⑥生産性の高い運行実施、

⑦MTR の運営能力強化を掲げている。この基本政策を踏まえた具体的な活動目標として以下の

点が列挙されている。 
・MTR の運輸・交通分野の運営能力、調整能力強化 
・交通分野での雇用促進への貢献 
・多様なニーズに対応する複数の運輸・交通手段を利用した効率的な運輸・交通手段の設置 
・遠隔地域での輸送性向上 
・国内避難民帰還のための交通手段確立 
・民間企業参入促進 
・安全基準設定 
・運輸・交通分野での災害対策 
・近隣諸国や周辺地域との連結確保 
・持続可能な開発、貧困削減に貢献する運輸・交通分野の適切な運営  
このとおり、運輸・交通に係る多くの事項が課題として認識のうえ、列挙されており、運輸・

交通に関する包括的な政策や枠組みの未整備（TSP 策定以前の課題として明記）、法制度や運営

システムの未整備、インフラ開発の遅延、専門性をもった人材の不足、財政不足であり、非効

率な既存の運輸・交通システムが南部スーダンの社会・経済発展に与えている負の影響が大き

いことを表している。GOSS はこの TSP で掲げる方針・目標に従って、運輸・交通分野の開発

事業に取り組んでいる。 
 
２－１－２ 道 路 
 GOSS にとって道路整備は国内の経済発展や利便性向上による人々の生活改善への貢献だけ

でなく、ケニア、エチオピア、ウガンダなど近隣諸国をつないだ貿易や投資促進など、復興を

加速する重要なインフラとしてとらえられている。TSP においては、その重要性から道路開発

が南北の融和、平和構築の一環として GOSS と GONU の共同の責務であることが明記されてい

るが、現状では共同でのスーダン全体に係る具体的な事業実績はない。 
TSP で掲げられる道路開発に係る総括目標は以下のとおりである。 
・国内外からの民間投資に魅力的な道路開発 
・効率的な資源分配による道路交通キャパシティ開発 
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・道路開発に関する人材育成 
・道路とその環境保全 
・効率的な運輸・交通サービス提供のための法整備やシステム構築 
・貨物輸送に対する技術革新 
・法律に裏づけされた安全な運営 

 
２－１－３ 内水輸送 
 南北スーダンを結ぶ内水輸送は、大量の物資を運搬するために重要な交通モードと認識され

ており、開発計画の重点事項として TSP において次の事項が明記されている。 
・河川上及び各港でのしゅんせつ作業による港湾整備 
・適切な航路支援の実施 
・港湾施設建設、維持管理計画 
・港湾関連法制度の確立 
まずは、白ナイルでは、一部地帯で深刻な沈泥の堆積によって内水輸送能力拡大の妨げとな

っており、早期のしゅんせつ作業の必要性が指摘されている。そのうえ、安全性確保も優先事

項とされており、適切な航行支援や堪航性確保のための航路規定と運営についての検討がされ

ている。さらには、ほとんどの港湾施設が未整備または老朽化が進むなか、施設整備を急務と

している。GOSS は優先順位づけを行い、ジュバ港、マンガラ港、ボア港、シャンベ港、アド

ック港、マラカル港、レンク港の 7 つを重要港として指定している。これらの課題を解決する

ために、港湾関連の専門性をもつ人材の不足は港湾開発の課題となっており、官民連携の下で

人材育成に取り組む方針となっている。 
 

２－１－４ その他の輸送モード 
 TSP では道路輸送、内水輸送のほかに航空輸送及び鉄道輸送に係る政策も策定されている。

南部スーダン内の航空輸送機関の管理は CPA 以降 GONU から移管を受け、現在は GOSS が管

理を行っている。南部スーダン内にはジュバ空港のような大型の空港のほかに、小型機が離発

着する小規模な発着場が複数存在しており、これら空港施設の再整備や開発は GOSS の急務と

なっている。 
 開発の第一優先空港となっているのはジュバ国際空港である。ジュバ国際空港には数本の国

際線が乗り入れしているため、国際基準に準拠するサービス提供を目標としているものの、現

状は極めて脆弱な体制である。またワウ、マラカル、ルンベック等の地方発着場整備も政府主

導での開発が計画されている。そして他のセクター同様に、航空関連の人材不足も課題であり、

航空輸送能力向上のため、主要ドナーや近隣諸国からの開発支援が必要とされている。 
 鉄道輸送の潜在性にも期待が寄せられている。南部スーダンではワウ－アウィル－ババヌサ

間のみが連結されているが、1991 年以降運行されていない。現在は、現状把握とフィージビリ

ティ・スタディの実施が提言されているのみだが、将来的にはジュバからウガンダまたはケニ

ア東部を通るモンバサ港ルートやコンゴ民主共和国を通る大西洋沿岸ルートが想定されてお

り、内陸に位置する南部スーダンにとって鉄道輸送開発は今後開発対象となる可能性がある。 
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２－２ 一般事情  

 ２－１で述べたとおり、南部スーダンの主な運輸・交通手段である道路、内水、航空、その他

の公共交通について、以下のとおり現状を述べる。 
  

２－２－１ 道 路 
 総延長約 1 万 2,642km2の南部スーダンの道路網は、50 年にわたる内戦で整備や開発がほとん

ど行われていない。また湿地帯や地雷撤去作業の遅延も道路開発の妨げとなっている。その結

果、雨期には舗装されていない多くの道路が遮断され、南部スーダン物資輸送のボトルネック

となっている。 
 CPA 締結以降、南部スーダン域内の道路管理は GOSS/MTR に移管された。隣国ケニア、エ

チオピア、ウガンダ、コンゴ民主共和国、中央アフリカなどにつながる国際道路（International 
Road）と呼ばれる道路や各州を結ぶ州間道路（Interstate Road）は主に GOSS が、州道路（State 
Road）と呼ばれる道路は各州が主管している。その他、郡道路（County Road）は郡が管理主体

となっている。 
 ジュバ市内は東西南北の各地へ広がる 6 本の国際道路・州間道路の中心（起点）となってお

り、交通・輸送のハブ地点として物や人の集散地として物流や交通の基地となってきた。ジュ

バ市内の道路の状況は、ジュバ市内の目抜き通りや市内と空港を結ぶ道路の一部が簡易もしく

はアスファルト舗装されているが、未舗装の道路が多い。また、道路排水が整備されておらず、

雨期になると交通量・質ともに制限を受ける。 
ジュバ市内の人口が増加し、車両数も増加するなかで、今後ジュバ市内の深刻な交通渋滞も

予測され、道路整備や交通管制の体制整備のニーズは引き続き高い。 
   

２－２－２ 内水輸送 
 ２－１－３に指摘したとおり、しゅんせつや安全確保の課題はあるものの、陸送輸送と比較

した場合、内水輸送は季節変動を受けることなく、1 年中安定した利用が可能である。南部ス

ーダンのジュバ港から北側の拠点港コスティ港を結ぶ白ナイル川約 1,436km は、南北スーダン

を結ぶ物資運搬ルートとして利用されている。現在では日用品や食料品などが主な取扱貨物で

あり、内戦中から戦後しばらくは多くの貨物が世界食糧計画はじめ国連機関等からの支援物資

であり、人道支援の重要な輸送手段として利用されてもいる。 
北側を拠点とする NRTC 社、南部河川交通社（SRTC）社、KEER 社など複数の民間内水運航

会社は、長年スーダン内の内水輸送に従事してきている。特に北側ではこれらの民間会社が運

航サービスの一環として各着岸港を自費で管理、運営を行っており、船舶事故を防ぐ航行支援

など港湾業務の知見も一定程度は蓄積されているため、GOSS が管轄する南部スーダンの各港

の管理運営状況やサービスなどの南北の格差が顕著となっている。 
 南部スーダン内にはジュバ港以外に商業港として機能する主要港（マラカル港、シャンベ港、

ボア港等）があり、各地域の物資運搬の拠点となっている。 
また、内戦後は多くの帰還兵や国内避難民が故郷への帰還に内水輸送を利用しており、ジュ

バ港には乗船を待つ国内避難民たちが、出航前後の時期になると多数滞留している。 

                                                        
2 “Juba Urban Transport Infrastructure and Capacity development Study in The Southern Sudan” July 2010, CTI Engineering 

International Co., Ltd/Yachiyo Engineering Co., Ltd 
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 ２－２－３ その他の輸送モード  
 ジュバ旧市街地から 2km ほど北に、ジュバ国際空港がある。GOSS 管轄下の南部スーダン空

港局（South Sudan Airport Authority）が空港の運営にあたっており、2,500m の南北に平行した 2
本の滑走路が整備され国内線、国際線（ケニア、ウガンダ、エチオピア方面）が 1 日 20 便程

度の発着をしている。また、世界食糧計画はじめ国連機関によるフライトもジュバや南部スー

ダン各地を結ぶ航路の運航を行っている。 
 その他の公共交通は、民間経営のバスが公共交通手段として利用されている。そのほとんど

がミニバンで、走行中に乗客がいれば随時乗車させるという仕組みになっている。また、国内

や国際長距離バスを運営する会社も複数あり、マーケットなど人の集まる場所にバスターミナ

ルが設けられている。これらの州や国をまたがって運行を行っているバスは GOSS/MTR の道路

輸送・安全管理局によって管理されている。 
 その他、ジュバ市内にはセダンまたはオートバイタイプのタクシーがある。特にバイクタイ

プは広く市民に利用されている。現在、公共交通全般を管轄する特定の機関が設置されていな

いため、規則やシステムも整備されていない。 
 
２－３ 管理体制 

２－３－１ 河川交通 
TSP では、将来的な河川交通の管理体制として、南部スーダンの内水輸送のすべてを管理す

る内陸水運公社の設立計画が明言されているものの、現実の管理運営体制とは乖離した目標と

なっている。 
これまで、ナイル川を利用したスーダンの内水輸送の管理運営は、河川交通社（RTC）によ

って行われてきたが、現在は南北間で違いが生じてきている。 
北部スーダンでは、GONU が航路・航行支援設備整備、船舶免許、船舶登録・検査等の許認

可権をもち、港の運営管理は民間に任されており、各運航会社がそれぞれの利便性に基づいて

河川港を各々整備し、管理・運営している。 
一方、南部スーダンでは GOSS が南部スーダン各港の整備、管理運営に係る一切の権限をも

ち、管理・運営を行いつつ、各州政府の管理運営能力を向上させ、最終的には各州に日常的な

管理運営権限を移譲することをめざしている。しかしながら、GOSS は全港を接収しつつも港

湾に関する知見がほとんどなく、各河川港で十分な港湾管理運営が行われていないのが実情で

ある3。 
 
２－３－２ ジュバ港 
 ジュバ港では、GOSS と CES が共同出資した JRPA が港湾運営管理を行っている。具体的な

内容としては、一部荷役の機械化、料金徴収、船舶数のカウント、必要に応じた GOSS/MTR/DRT
に対する予算請求であり、計画的な運営管理が実施されているとはいい難い。また、JRPA 自身

が、今後運営管理の可能な事業として想定する内容としても、衛生管理、ID カードシステム導

入、小規模メンテナンス等にとどまっており、短期的には先方の自助努力のみによる管理運営

能力の底上げは難しいと考えられる。 
                                                        
3 片平エンジニアリングインターナショナル 2010「スーダン国ジュバ河川港拡充計画準備調査 現地調査結果概要（その２）」

の調査による内容を含む。 
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 JRPA の人材にもばらつきが生じている。GOSS から派遣されている職員と州政府から派遣さ

れている職員で運営されているが、GOSS 派遣職員のほとんどが大卒・高専卒レベルにあるの

に対し、州政府派遣の職員は高卒または中卒レベルであることから、職員間の能力格差が円滑

な管理運営に支障を来していることがこれまでの調査等で課題として認識されている。現在、

GOSS 派遣の職員が組合内各部署の管理職となり、州政府派遣の職員は主に港湾のオペレータ

ーとしての職務にあたっている。GOSS から派遣の職員は 9 名で、州政府派遣の職員は 13 名で

構成されているが、組合として独自予算をもっておらず、各々の人件費はそれぞれの所属先か

らの支給となっているのが現状である。 
 なお、現時点で JRPA はあくまでも管理組織としての位置づけしか有しておらず、港湾管理

運営にかかわるうえで何ら法的権限をもっていない。  
 
２－４ 他ドナーによる協力  

 CPA の枠組みを基に、南北スーダン支援を目的に各ドナーの拠出金を世界銀行が管理するスー

ダン復興信託基金（Multi Donor Trust Fund：MDTF）が設置された。わが国は未参加であるが、

MTDF はドナー協調を促進し、効果的なスーダン復興をめざすものである。MTDF では道路・運

輸セクター開発、都市開発、政府システム及び民間セクターの組織強化と人材育成を開発課題と

しており、道路・運輸開発分野では GOSS の方針を支援するとともに、南部スーダンの社会・経

済発展に向けてインフラ整備の重要性が提言されている。これまでに MDTF を活用し、道路関連

の政策開発や能力開発、地方都市とジュバ市を結ぶ道路のフィージビリティ・スタディなどの実

施実績がある。またドナー協調の枠組み以外にも米国国際開発庁（USAID）による地雷撤去と道

路整備や MTR 道路局への資材供与、世界食糧計画の事業として道路整備や地方空港整備などが

実施されている。 
河川交通セクターについては特記すべき他ドナーの活動は報告されておらず、日本が唯一のド

ナーである。 
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第３章 協力対象地域の課題 
 
３－１ 人・組織 

３－１－１ 法令・規定 
GOSS は、河川港が公共性を有する社会基盤であること、港湾運営を行うことのできる事業

者が存在しないことから、民営化は行わず、政府の関与の下で運営を行うべく、港湾の接収を

実施した。一方で、河川港に関する法令・規定はいまだ整備されておらず、ジュバ港及びマラ

カル港に設立されている港湾運営組織は活動や料金徴収の権限等に関する根拠が存在しない

状況にある。 
 現在のジュバ港の港湾管理主体である JRPA は、ジュバ港において独立した港湾管理者の設

立が必要だと指摘しているが、道路や空港をはじめとする南スーダンにおける他の運輸交通セ

クターと同様に、各セクターに関する法令・規定は整備されておらず、法整備は急務の課題と

なっている。 
 南スーダンにおいて、このような公共インフラの管理主体の整備が進められている例として

は、南スーダン都市水道公社（South Sudan Urban Water Corporation）があり、3 年前の設立以降、

当該公社の業務や権限（予算、人事等も含む）を規定した根拠法がドラフトされ、今後法律制

定に向けた手続きに上程される予定となっている。一方、北スーダンの GONU も河川港に関す

る法令を有しているとの指摘が GOSS からあった。今後の南スーダンでの関係法令の整備にお

いては参考になると考えられる4。 
 

３－１－２ 人員配置 
JRPA は、GOSS と CES 間で結ばれた「港湾運営に関する覚書（2009 年 6 月）」（以下「覚書」）

（付属資料 5.）に基づき、両者が派遣した職員により成立している。覚書上、JRPA には GOSS、
CES 両者から 6 名ずつ職員を派遣することとされているが、今次調査において実際には GOSS
から 9 名、CES から 13 名が派遣されているとの回答があった。ただし、これら全員の配置と

職務について確認することはできず、特に CES 側の 13 名については十分な役割が割り当てら

れていないことから、すべてが港湾に常駐していないとの指摘もあった。同港管理組合の組織

図によれば、専任港湾管理者（Port Manager）の下、3 部署（維持管理、運営、会計）が置かれ

ており、実際に、維持管理については 6～7 名、運営・会計についてはそれぞれ数名の職員に

ついてその所在を確認した5。 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
4 ただし、本調査を通じて北部スーダンにおける法制度関連の確認はできなかった。 
5 「ジュバ河川港拡充計画」においては、GOSS 14 名、CES 17 名、合計職員数 31 名との調査結果も出ており、職員数は流動

的であると考えられる。 

－　　　－12



維持管理部 運営部 会計部

副港湾管理者

専任港湾管理者監事

環境運営安全委員会

港湾保安機関

 
図１ JRPA 組織図 

 
 GOSS/MTR の組織図（図２）によれば、本局内には局長以下 3 名の次長、各次長の下には計

画と規制、港湾開発、内陸水運航行に関する課が置かれ、総勢 107 名の組織をめざしている。

一方、現状では局長配下の職員は 28 名（うちジュバ港に 9 名及び、マラカル港に 5 名派遣含

む）とのことであった。このうち調査団が所在を確認できたのは、内陸水運総局本局では局長、

次長、課長の各幹部１名と一般職員若干名、JRPA の若干名のみである。 
 

総務･財務局 自動車検査局空輸局

調達室

運輸道路大臣

航空事故調査委員会

事務次官

民間航空局車両・道路輸送規制局道路･橋梁局

環境保護室

鉄道局 政策・計画局 内陸水運総局

法務室 広報室 内部監査室

 
図２ GOSS/MTR 組織図 

 
 CES/MoPI において河川交通を所管するのは運輸通信総局である。CES においても同様に、

人員配置状況は貧弱であり、実際に所在を確認できたのは、同省の第一局長及びほか数名の幹

部級職員と土木技師 1 名のみである。 
 

運輸部

河川交通課 航空課 陸上交通課

土地利用･都市計画局 道路橋梁局

総務･財務部 輸送車両部

インフラ大臣

運輸通信総局住宅建設局 地方水局 都市水局

第一局長

事務次官

 
図３ CES/MoPI 組織図 

 
 このように、JRPA には一定の職員が配置されているものの、GOSS 並びに CES においては

実務を担う中堅・若手の層が不足しており、技術協力プロジェクトの実施においては、適切な

C/P の確保が課題となる。 
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３－１－３ 関係組織間の業務分担 
 覚書にあるとおり、港湾の運営については CES が主導的な役割を担い、GOSS はその方針と

なる基本的な政策やガイドラインの策定並びに港湾を運営する職員の人材育成を担うという

ことが、両者で合意された考え方である。しかし JRPA の現状を見ると、GOSS から派遣され

た職員がその実権を握っている現状にあり、CES 側の職員が行っているのは、施設管理とクレ

ーンの操作という現業的な部分にすぎない（表１）。 
 この理由として、GOSS 及び CES ともに、CES 側の職員の能力不足を指摘している。具体的

には、GOSS が CES 側の職員の学歴の低さに起因する能力不足（大学卒業でないこと）を、CES
側は覚書上で約束されているGOSS によるCES職員に対する人材育成が十分でない点を認識し

ている。 
将来的には JRPA という独立した組織の下で、CES の職員が中心となって港湾の管理運営が

行われる形に移行していくものと考えられるが、その時期は不透明で長期的な課題と考えられ

る。このため技術協力プロジェクトの実施においては、法制度のように役割分担が明確な分野

を除いては、GOSS、CES 出身の職員両者に対し状況を見ながら柔軟に能力開発の対象者を選

定することが必要になると考えられる。 
 
３－１－４ 労務管理 
 JRPA は独立した人事制度を有していないことから、現在 GOSS、CES 出身者はそれぞれの派

遣元から賃金を得ている。 
 GOSS、CES 両者とも、人材そのものが不足しているため労務管理自体について詳細な情報

を得ることは困難であったが、港湾セクターにおける人材不足に係る認識は共通しており、早

急に新規雇用を行ったうえで、能力開発を行い、港湾の専門家を育成したいとの意向をもって

いる（JRPA の港湾管理責任者ほか数名の幹部職員については、GOSS が港湾管理のために 2 年

前に新たに採用した職員である）。 
現在の喫緊の課題は、人材の確保であるが、GOSS の職員については MTR が労働省に要請を

して雇用を行うため MTR に自由度がなくまた時間を要すること、また CES においては明文化

された雇用のシステムが存在しないことが課題であるとの指摘があった。また、JRPA として独

立するためには JRPA 自らが一定の財源を確保し、職員の雇用や異動に関する人事管理を行う

必要があり、そのための法制度・予算システムづくりが必要となっている。 
なお、現在戦後復興期にある南部スーダンでは安定した職業は限定的であることに加え、ヘ

ッドハンティング等の機会も限定的であるため、技術協力プロジェクトで港湾専門家やエンジ

ニアを育成しても、他の部門への異動や、離職の可能性は低いものと考えられる。 
 

表１ 港湾運営等に関する GOSS と CES との役割分担 

 現 在 将来（覚書等に

よる） 
     備 考 

制度等の関係  

基本政策 GOSS GOSS ・将来的に GOSS は基本政策のみを担当

する。 
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 法制度 GOSS GOSS 
 

・港湾に関する法律は GOSS としての法

になるものと考えられる。GOSS 職員

に対する法制度関係の人材育成が必

要と考えられる。 

港湾料金の使用 GOSS GOSS、CES 
 

・現在は GOSS がジュバ港で徴収された

料金をすべて吸い上げている。 
・将来的には、GOSS と CES に港湾料金

のうち 40％は分配される予定。 

港湾運営関係  

 管 理 GOSS JRPA（CES） 

料金徴収 GOSS JRPA（CES） 

予算・会計 GOSS JRPA（CES） 

 統計関係 GOSS JRPA（CES） 

 保安・消防等 GOSS JRPA（CES） 

 施設関係 
（しゅんせつ含む） 

CES JRPA（CES） 

 荷役（クレーン

操作等） 
CES JRPA（CES） 

・将来的には独立した JRPA として機能

するが、CES が主導で港湾運営を行う

こととなる。 
・それまでの間は、JRPA に所在する

GOSS の職員に対しても人材育成を行

う必要があると考えられる。 

出所：調査団作成 
 
３－２ 資金・予算 

３－２－１ 予算措置・執行 
 現在 JRPA においては独自予算・会計の策定や執行は行われていない。港湾の利用者から徴

収された桟橋利用料金等は、GOSS がいったん吸い上げたうえで他の予算とプールし、GOSS
の政策実現のために配分されており、JRPA は予算が必要な都度、本省に要求している。 
 覚書によれば、港湾において徴収された料金は港湾の運営等に使用されるべきであるとの原

則が記載されており、この原則の下で、港湾料金の 60％が港湾の運営等に使用され、残りの

40％を GOSS と CES に配分するとの考え方も示されている。しかし、これまでのところ CES
は港湾料金を受け取っておらず、全額が GOSS に流れている。 
 徴収された港湾料金は GOSS 内では他の予算と区分なく運用されており、JRPA は予算が必

要な都度 GOSS に要求する必要があるが、GOSS の予算配分のなかでの内陸水運に対する優先

順位は低く、JRPA の関係者は資金不足から港湾内のトイレすら整備することが難しいとの指摘

があった。 
 将来的には、JRPA が独自の予算・会計システムをもち、かつ港湾ユーザーからの料金収入に

より港湾運営や開発を行うことが、当該港のサービスの向上や安定的な運営のために必要であ

ると考えられる。 
 また港湾セクターのみに関する指摘ではないが、GOSS 内に予算や会計処理を行う職員が不

足しており、GOSS 自体の予算規模は必ずしも小さいものでないにもかかわらず、その執行に

おける効率性が課題となっているという指摘があった。 
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３－２－２ 施設、資機材、土地等の貸付 
 現在ジュバ港には、以下の施設等がある。         
 

表２ ジュバ港における主要な施設等 

施設等の種類 概要等 
港湾の土地 フェンスで囲まれた一団の土地 
河 岸 自然河岸並びに JICA のパイロット事業により供

与された桟橋 
荷役機械 JICA により桟橋とともに供与されたクレーン 
荷役関連機材 JICA により供与された荷役作業用具 
事務所 上記桟橋整備時に JICA が整備し、JRPA に提供 
アクセス道路 上記桟橋整備の際、整備されたもの 

  出所：調査団作成 
 

 これらの貸付の状況については、以下のとおりである。 
 土地については、港湾内の土地を使用している難民や船会社、港湾関連サービスの供給者等

から一定額の土地の使用料を徴収しているという指摘と、港湾内の保安警備に関する対応が不

十分であることからこれを徴収していないという両方の指摘があった。 
 自然河岸については、バージに対して使用をさせているが着岸料を徴収しておらず、貸付を

行っている状況にはない。JICA により供与された桟橋については、バージに対する着岸料を徴

収しており、これは短い時間単位で施設の貸付を行っているものといえる。JICA により供与さ

れたクレーンについては、JRPA の職員（CES 出身者）がクレーン操作を行い実際に取り扱っ

た貨物量に応じて課金しており、施設貸付の形態をとっていない。 
 上記に共通する問題点としては、明文化されたルールが存在していないことである。施設貸

付の条件や料金等に関するシステムを整備することが制度の透明性や安定した港湾収入の徴

収につながる。またその際には、施設の多様な利用形態に配慮し、貸付システムに柔軟性をも

たせることが、港湾の利用者の利便性の向上のために必要である。 
 
３－３ 施設・物品の維持管理 

 ３－２－２で示した施設・物品についての維持管理の状況は以下のとおりである。自然河岸に

ついては、現在バージの多くが接岸し荷役を行っているジュバ港の基幹施設であるが維持管理は

実施されていない。自然河岸であるため、洪水後の河岸の浸食や、堆積による前面の水域におけ

る水深不足が生じ、バージの着岸に障害が出る可能性がある。今後「ジュバ河川港拡充計画」に

よる新規桟橋が整備されるまでの間は、当該施設が使用されることから、港湾活動に影響が出な

いよう適切な維持管理体制を構築することが必要である。 
また当該施設を一定の水準に保つことが港湾利用者に対するサービス（利便性の提供）である

ことから、維持管理を行わなければ、当該施設の使用料を利用者から徴収する根拠を失い、着岸

料の徴収に対して利用者から理解が得られないという事態も生じかねない。 
 一方、緊急開発調査及びフォローアップを通じて整備された現在の桟橋並びにクレーンについ

ては、JRPA の維持管理セクションの職員（CES からの派遣）が施設の維持管理の責任者として

割り当てられ、クレーンについて一定の維持管理を行っている。ただし、供用を開始して時間が
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経過していないことから、桟橋部分の点検や維持管理は未実施となっており、今後新規に整備予

定の桟橋と合わせ、点検・維持管理方法の明確化をはじめとした体制の構築が必要である。 
荷役関連機材（緊急開発調査及びフォローアップ協力により無償供与された荷役作業用具）に

ついては、港湾事務所前の倉庫（コンテナ 2 個）に管理されている。 
 
３－４ 荷役オペレーション 

３－４－１ ジュバ港における荷役活動の実態と課題 
 JICA による桟橋が整備される以前からジュバ港では、ポーターと呼ばれる荷役要員が人力で

バージと陸の間を往来し、荷役活動を実施してきている。50～100 名程度いるとされるポータ

ーは組合を組織しており、船会社または荷主から委託を受けた組合の代表が、ポーターに対し

て荷役の作業を割り当て、荷役を実施している。 
 人力荷役であることから生産性は低く、バージはジュバ港において長期間（数日～数週間）

の停泊が必要となる。また人力による荷役作業では幸いにも重大事故は発生していないものの、

舗装されておらず不安定な足元での作業には危険が伴う状況が続いている。 
 JICA による桟橋が整備された際には、クレーンもあわせて供与され、これがジュバ港におけ

る機械化荷役の開始となった。供与されたクレーンは最大 1.25t 積みであり、CES のオペレー

ターが操作するクレーンとポーターとの共同作業で袋入り小麦等の荷役が実施されている。し

かし、近年急速に同港の物流の内容が変化し、バラ荷が中心の援助物資に代わり、コンテナ輸

送される商業物資が増加してきたことから、1.25t 積みのクレーンではコンテナ荷役が行えず、

現在はコンテナ荷役を行う際には港湾外から建設用のクレーンを別途調達する必要が生じて

いる。 
 現在のジュバ港における荷役の問題点は、以下の 4 点に要約される。 

・低いサービス水準：作業スピードが遅く、料金も高止まりしている。 
・限定的な資機材：大型の荷役クレーン及び機械化荷役を可能とする岸壁がないため、増加

しつつあるコンテナ荷役が円滑にできない状況にある。 
・安全性確保の問題：クレーン導入時に安全指導が行われたものの、現場で適切な水準が確

保されているとはいい難い。 
・桟橋背後の物流関連施設の不足：港湾が機能するためには、一連の物流関連施設が連携し

て機能する（荷さばき、トラックへの積み替え、倉庫管理等）必要があるが、桟橋背後は

整地されていないうえに、また船待ちの国内避難民らにより一部占有される事態も生じて

いる。 
 船会社は北スーダン側のコスティ港と比較して、ジュバ港が現在ナイル川を利用した輸送の

ボトルネックになっていると指摘しており、港湾の輸送量、輸送サービス両面からの改善を強

く求めている。 
 「ジュバ河川港拡充計画」においては、コンテナ荷役を想定した大型クレーン（120t）が調

達される予定であり、施設（ハード）の取扱能力からは、ボトルネックとしての現状を打開す

る機材が整備されることになる。そこで、現在の人力による荷役体制から、大型クレーンを活

用した荷役体制に円滑にシフトさせることが重要な課題となる。 
 この際には、今後取り扱う貨物の重量が大きくなることから荷役の安全性の確保がより重要

になる。また機械化荷役の導入がポーターの現在の職域に与える影響について十分配慮するこ

－　　　－17



とが必要となる。大型荷役機械の導入後も、一定の人力作業は必要であり、荷役機械による荷

役の補助作業のほか、コンテナのバンニング・デバンニング、物資の仕分け、保管等でのポー

ターの雇用について検討する必要がある。 
 

３－４－２ 出入港管理・バースアロケーション 
 ジュバ港において、現在事前の入港届の提出や、バースアロケーション（着岸するバースの

事前調整）は実施されていない。港湾が混雑しバージが着岸できない場合には、既に着岸して

いるバージに対して荷役を早く行い離岸するよう指導するなどの対応を行っている。しかし、

今後新規に桟橋が供用された場合には、現在のような自然河岸への縦付けでなく、バージを桟

橋に横付けする形になることから、一度に着岸できるバージの数は減ることになる。また、物

流量の増加とともに着岸するバージの数も増加が予想される。このため事前の入港届け並びに

それを基にしたバースアロケーションのためのシステム（バース調整会議等）を検討・導入す

ることが必要である。 
 なお、JRPA の職員からは、そのための手段のひとつとして、無線通信を利用した事前の入港

通告システムの必要性が指摘されており、無線機器は「ジュバ河川港拡充計画」において調達

予定である。 
 

３－４－３ 会計・料金徴収システム 
 現在、ジュバ港においては以下の港湾関係の料金が徴収されている。 

              
表３ 港湾関係料金の現状 

   港湾関係料金の種類       徴収の状況 
着岸料（JICA により供与された桟橋） 200 ポンド（15 日まで） 
着岸料（自然河岸） 徴収していない 
港湾サービス料金 荷主らに対して課金、課金は荷主が申告し

たトンベースによる 
入港料 トラックの入港に対する課金 
クレーン荷役料（JICA により供与された

部分） 
袋 1 つについて 1 ポンド 
 

  出所：調査団作成 
 

 自然河岸部分への着岸料については、JRPA の港湾管理担当者が船会社と 1 着岸当たり 1,000
ポンドを徴収する（15 日間まで）ことで調整を行い合意に達したものの、GOSS から承認が下

りず、徴収はできていない。 
 現在徴収している料金についても、徴収金額の根拠が不明である。また法律や規制の裏づけ

がないため、船会社等が支払いを拒否した場合には徴収の強制ができないという点について、

JRPA から指摘があった。 
 ジュバ港の安定的な運営・開発のため、今後港湾諸料金をタリフ表（料金表）の形で整備す

ることが必要である。この際には、JRPA の安定的な運営、利用者へのサービス水準を考慮にい

れて適切な料金設定を行う必要があるとともに、港湾料金の徴収権限について、法律や規則等

で担保することが重要である。 
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３－４－４ 保 管 
 既に指摘したとおり、ジュバ港における物流関連施設は全般的に不足している。物資の保管

について、現在倉庫や上屋は存在せず、貨物は背後の土地に野ざらしにされている状況にある

（例えば農産物や危険物が屋外に放置されている状況が見られ、貨物の種類によっては品質低

下や発火の可能性がある）。港湾において貨物を適切な状態で保管する機能は不可欠であるこ

とから、今後無償資金協力により整備される倉庫を利用し、物流チェーンにおける保管機能の

整備を図ることが必要である。 
 
３－５ 荷役管理以外の港湾の諸活動の状況（安全管理、事故対策等） 

３－５－１ 保安・警備 
ジュバ港における港湾保安・警備については、GOSS が主導となり進められている。 
かつてジュバ港は軍の関係の施設であったことに起因し、軍や警察、公安組織など 6 つの組

織が同港の保安対策に関与していた。近年、これを GOSS 内に設置された港湾保安警察（Police 
of River Transport）に一本化する方向で検討が進められ、2010 年 9 月に警察も含む関係者によ

る初めての合同会議が行われた。10 月内には本格的に稼働開始する予定とされている。 
現場での具体的な対策としては、ID カードが発行されている（ポーター、バージ・小型船の

乗組員ら、すべての関係者に対し）ほか、5 名程度の担当者が夜間の見回りも含め港湾内を監

視している。また港湾用地と外部とを隔てるフェンスが設置されている。 
同港において貨物の盗難事例はないとされているが、港湾ゲートでの出入管理が実施されず、

誰でも港湾に立ち入ることができる状況であり、また現在のフェンスも脆弱である。ID カード

もどの程度、身元確認に活用されているか不明である。有事の際のための連絡網が整備されて

いるが、訓練が実施されている状況は確認できなかった。 
 以上のことから、現在の対策は十分とはいい難く、保安対策の継続的な強化が必要である。 

 
３－５－２ 消 防 
 現在ジュバ港においては石油が扱われている（バージの船腹部分のタンクで輸送されたもの

を、トラックに積み替える）。また今後、港湾の機能の拡充により、他の危険物が扱われる可

能性がある。またバージの出港待ちの避難民が炊事を行うなど、港湾内において火気の使用が

頻繁に行われている。1 度、港湾内ではこのような避難民が火事を発生させた事例もある。 
 消防対策としては、現在 JRPA 内に担当の職員が割り当てられており、また非常時の連絡網

が整備されているが、訓練等の実施はしていないとの指摘があった。 
このため今後の課題としては、この連絡網を使用した情報伝達訓練や、実際の消火設備等を

用いたより実践的な訓練を実施し、対応能力を高めることである。 
 
３－５－３ 油漏れ事故等への対応 
 南スーダン側から、ジュバ港における油漏れ対策の重要性が指摘されたが、これはジュバ港

の下流側に取水口があり、ジュバ港での石油の取り扱いにおける石油漏れや石油を積載するバ

ージの事故が発生した場合、取水が困難となり、市民生活に大きな影響が及ぶためである。 
 しかし、ジュバ港において実施されている対策は連絡網の作成のみであり、油流出事故が発

生した際の物理的な対応（オイルフェンスの設置や油の回収作業等）については手付かずの状
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態であり、対応システムの整備と、その実践のための訓練が必要な状況にある。 
 

３－５－４ その他港湾関連サービス 
 その他の面でジュバ港が抱えている大きな問題として、港湾内の清掃の問題がある。国内避

難民をはじめ多くの者が港湾に出入りしているが、港湾内の清掃はされておらず、ゴミが散乱

している。また資金不足から公共のトイレが整備されておらず、特に雨期においては衛生面で

の問題（伝染病の発生等）が懸念される。例えば、利用者から料金を徴収し清掃を実施するな

ど、至急の改善が必要である。 
 また、給水や給油、綱取り等の港湾関連サービスや他港湾関係者に対する利便施設（キオス

ク等）についても、十分なサービスが適正な料金で供給されるよう、実態の把握と必要な措置

（事業実施のための免許や料金等の仕組みの整備など）を行うことが必要である。 
 

３－５－５ その他 
 現在、ジュバ港の港湾の適正な利用を妨げている要因のひとつは、バージ出航時期に集まる

国内避難民の存在である。避難民はバージの乗船待ちのため長時間、港湾での滞在を余儀なく

されている。これを改善するためには、将来的にナイル川における旅客専用船の就航が必要で

あろうとの指摘が JRPA からあった6。 
 
３－６ 港湾管理に係る基本的な統計・データ収集状況 

JRPA は現在、統計データの取得を実施している。取得情報は、以下のとおりである。 
 

表４ ジュバ港において取得している統計データ 

タグボート（押し船）の船名 
着岸するバージ数 
操船者の氏名、バージのチーフの氏名 
貨物の品目、トン数 

 出所：調査団作成       
 

取得された統計データはエクセルシートで管理しており、統計のためのスタッフが 1 名配置さ

れている。 
収集された統計情報は年ごとのトレンド比較、将来の港湾施設拡張の検討などに使いたいとい

う JRPA は、今後、統計情報を活用して、将来の需要予測や港湾施設拡張の検討などに利用する

意向を有しているものの、データの精度は活用に耐え得るものではなく、具体的な計画も立てら

れていない。また、収集されたデータをそのままの形でストックするだけなく、利用しやすいよ

う加工し、統計書などの形で整理しておくことも重要である。 
 
 

                                                        
6 ただし、避難民はあくまでも移動のための待ち時間に滞留しており、バージが出航すると生活者はいなくなる。恒常的な居

住者は確認されていない。 
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３－７ 人材育成計画 

 GOSS と CES との間の覚書によれば、州政府側が港湾運営において主導的な役割を担えるよう

にするため、GOSS が港湾運営を行う人材の育成を行うこととなっている。   
GOSS はこのための人材育成計画について、以下の意向を有している。 
・ジュバ港と並んで、既に運用しているマラカル港の職員についても早急に人材育成が必要で

ある。その他の港湾も順次運用開始予定であり、これら新規港湾の港湾人材確保と育成が必

要である。 
・GOSS 自らでは研修はできないため、JICA や他の港湾での研修への参加を希望している。特

にモンバサ港は、港湾に関する人材を育成するカレッジを有し多くのコースを運営しており、

当該港への派遣を実施したい。 
・日常業務の関係から一度に多くの職員は派遣できないため、ジュバでのアカデミー等の設置

を希望する。 
 GOSS は過去にも、ポートスーダンやコスティ港へ職員を派遣し、人材育成を行った実績があ

るものの、CES 側はこれが不十分であると指摘している。特に現地調査を通じて、JRPA 職員よ

り、アラビア語による研修には CES 職員にとって限界があったことも指摘されている。 
 日常業務との関係や予算確保の困難性から、南スーダン外へ職員を長期にわたり派遣すること

は容易ではなく、また多くの職員は港湾の業務にかかわった経験が少ないことから、モンバサ港

等での研修を活用しつつも、ジュバ港等において職員のレベルに合わせたオンザジョブ・トレー

ニング（OJT）ベースでの能力向上を主眼とすることが効率的かつ現実的であると考えられる。 
 
３－８ 各港間のつながり 

今回の詳細計画策定調査においては、GOSS からジュバ港以外の港湾における職員の能力向上

に対する強い要望が示された。 
これらの港湾とは、7 つの商業港（定義は不明であるが、GOSS 側がそのように称している港

湾）であるジュバ、マンガラ、ボア、シャンベ、アドック、マラカル、レンクの各港である。特

に、ジュバ港と並んで、既に運用しているマラカル港について早急に対応が必要であることが指

摘された。このうち、湿地帯にあり条件が良くないボアの港湾については、シャンベとボアの間

に位置するディヤム・ディヤム港に将来的に機能を移転する予定であり、またマンガラはジュバ

から 53 マイルと近いことから将来の開発用地が限定的なジュバ港の補完港となることが期待さ

れている。 
 南スーダンの港湾開発は GOSS だけでなく、GONU もファンドを利用して支援を行っている（現

在、マンガラ、シャンベが対象になっている）。 
ジュバ港以外の他の地域については湿地帯に位置し道路整備には時間を要すること、また南ス

ーダン内でも地域間格差が存在することから、ジュバ以外の地域でも基盤整備を図り、物流コス

トの低減化等による各地域の底上げを図ることが重要である。また南スーダンの各港を開発・運

営することは、各港の所在する地域間の交流を促進し、南スーダンの一体性の確保にも寄与でき

る。 
このため南スーダンの各港について、その開発状況や港湾運営体制の構築状況（職員の配置状

況等）を配慮しつつ、人材育成を進めていくことが必要である。 
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第４章 協力計画 
 
４－１ 案件名  

スーダン国 南部スーダン内水輸送運営管理能力強化プロジェクト 
The Project for Enhancement of Operation and Management Capacity of Inland Waterway in Southern 

Sudan 
 
４－２ 要請内容   

 要請の主な内容は、GOSS/MTR/DRT を実施機関とした、南部スーダン各港の管理運営能力の向

上を目的とする技術協力プロジェクトである。GOSS からの当初の要請では、上位目標を「スー

ダン南北間の河川運輸交通機能の改善を通じた南部スーダンの復興・開発への寄与」に掲げ、こ

の上位目標達成のために実施期間 3 年の間に南部スーダン各港の内水輸送管理システムの向上、

港湾施設の安全な利用、効率的な荷役作業の実施及び白ナイル川全域で内水輸送の安全性、効率

性の改善を図ることがプロジェクト目標として設定されていた。 
その後、JICA による 2010 年 5 月～6 月の情報収集調査において GOSS、CES、JRPA との協議

及び港湾業務にかかわる民間船会社、運送会社、港湾地域で商店を営む人々、国連関係者など参

加の下でステークホルダー会議を実施した。この課題の抽出に基づいてプロジェクト内容を検討

した結果、プロジェクト目標としてジュバ港の港湾管理運営能力の強化を行い、ジュバ港で構築

された港湾管理運営体制をひとつのモデルとしてジュバ港以外の各港へ、その港湾管理運営体制

基盤を普及していくことが妥当と考えられた。この情報収集調査結果を前提とし、本調査におけ

る協議を行った。 
 
４－３ 協力概要 

スーダン国南部スーダンの内陸水運の拠点であるジュバ河川港において、港湾管理組織の地

位・組織体制及び予算管理・執行制度の確立、港湾施設の維持管理、安全で効率的な荷役・港湾

運営、港湾統計の作成等を通じてジュバ港の港湾管理能力の強化を図るとともに、ジュバ港以外

の南部スーダン主要港の職員に対しても研修を行うことで、ジュバ港で蓄積された知識及び経験

を南部スーダン各港間で共有することをめざす。 
・協力期間（予定）：2011 年 3 月～2015 年 2 月（48 カ月） 
・協力総額（日本側）：約 6 億 5,000 万円 
・協力相手先機関： 

・GOSS 運輸・道路省 内陸水運総局（GOSS MTR） 
・中央エクアトリア州 インフラ省（CES MoPI） 
・ジュバ港管理組合（JRPA） 

・国内協力機関：国土交通省 
・裨益対象者及び規模、等： 

直接裨益対象者 
JRPA 職員（約 22 名）及び他 6 商業河川港（マンガラ港、ボア港、シャンベ港、アドック

港、マラカル港、レンク港）の港湾職員と港湾利用者 
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間接裨益対象者 
スーダン国民全体   

 
４－４ 協力の目標（アウトカム） 

（※指標の基準値及び目標値については、プロジェクト開始後のベースラインサーベイによって

設定する。） 
 

４－４－１ プロジェクト目標と指標・目標値 
【プロジェクト目標】 

①ジュバ港の港湾管理能力の強化が継続される。 
②ジュバ港で強化された港湾管理運営能力が南部スーダン各港間で継続して共有される。 

【指標】 
①JRPA によるジュバ港新設桟橋の運営管理水準（成果 4 において目標とした水準が継続・

改善された事実） 
②本プロジェクトで整備された運営管理マニュアルに基づいた JRPA による運営維持管理

実施の実績 
③研修・セミナーに参加した港湾職員による各港での情報共有の取り組み 

 
４－４－２ 上位目標と指標・目標値 

【上位目標】 
南部スーダンにおいて内水輸送が円滑化され、輸送能力が拡大する。 

【指標】 
①南部スーダン内港湾の取扱貨物量及び荷役効率が継続的に維持・改善された事実 
②南部スーダン内港湾のサービス水準（成果 3～6 において目標とした水準）が継続的に

維持・改善された事実 
 

４－５ 成果（アウトプット）と活動 

【成果 1】JRPA の役割と責務が確立され、適切に機能する7。 
【活動】 

1-1. 南部スーダン主要港の現状を把握し、課題を分析する。 
1-2. GOSS、CES、JRPA、船会社間の責任及び役割分担を明確化し、関係者間で認識共有す  

る。 
1-3. GOSS が南部スーダン各主要港間の機能分担案を起草する。 
1-4. GOSS が南部スーダンにおける JRPA を含む港湾管理組織に係る法体系案を起草する。 
1-5. JRPA が各部局の所掌業務を明確化する。    
1-6. JRPA が各部局の業務マニュアルを作成する。 
1-7. JRPA が業務マニュアルに基づきジュバ港を運営する。 

【指標】 ・作成したマニュアルに基づくジュバ港の管理運営実績 
                                                        
7 活動のうち、法令など行政機関による決定・オーソライズを要するものの検討は Draft（起草）、当技術プロジェクトのなか

で一定の決定権をもって策定できるものは Prepare（作成）として区別している。 
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【成果 2】JRPA の予算・決算制度が確立される。 
【活動】 

2-1. ジュバ港の現状の運営状況を把握し、改善策を提案する。 
2-2. JRPA の収支状況を把握・分析し、改善策を提案する。 
2-3. ジュバ港の施設及び機材の利用状況を把握し、改善策を提案する。 
2-4. JRPA が港湾会計システムの基礎を習得する。 
2-5. JRPA が提案された改善案を踏まえ、ジュバ港の港湾タリフ及び施設貸付規則を含む予

算･決算制度案、会計システム案を起草する。 
2-6. JRPA が予算（収支）計画を作成、執行、管理し、会計システムを運用する。 

【指標】 ・作成された港湾タリフ案及び施設貸付規則案に基づいた料金の徴収実績 
    

【成果 3】ジュバ港の施設が適切に維持管理される。 
【活動】 

3-1. ジュバ港の施設・資機材の維持管理状況を把握し、課題を分析する。 
3-2. ジュバ港の施設台帳を整備、更新する。 
3-3. 港湾施設・資機材の点検マニュアルを作成する。 
3-4. JRPA がジュバ港において点検マニュアル及び施設台帳を用いて、施設の点検・維持  

管理を実施する。 
3-5. JRPA がジュバ港において、点検マニュアルに基づきバースの水深を測定・記録する。 

【指標】 ・作成されたマニュアルに基づいた施設の点検・補修実績 
・施設台帳の整備・管理更新の実績 
・ジュバ港のバースの水深の測定・記録実績 

     
【成果 4】ジュバ港において安全で効率的な荷役が行われる。 
【活動】 

4-1. ジュバ港における荷役作業の実態を把握し、課題を分析する。 
4-2. ジュバ港を対象とした荷役作業マニュアルを作成する。 
4-3. ジュバ港において荷役関係者に対して荷役技術指導を行う。 
4-4. JRPA がジュバ港の新設桟橋において作業マニュアルに基づいた荷役を行う。 
4-5. JRPA がジュバ港においてバース割り当てシステムを導入する。 
4-6. JRPA がジュバ港における荷役業者らに関する規則案を起草する。 

【指標】 ・時間当たりの取扱貨物量 
・船舶の荷役完了までの所要時間 
・着岸する船舶の待ち時間 
・荷役における事故発生数、負傷者数、貨物損傷の発生数 

 
【成果 5】ジュバ港が安全、安心かつ、環境に配慮しつつ適切に実施される。 
【活動】 

5-1. ジュバ港における港湾管理業務の現状を把握する。 
5-2. ジュバ港における港湾保安計画を作成し、訓練を実施する。 
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5-3. ジュバ港における消火・消防計画を作成し、訓練を実施する。 
5-4. JRPA がジュバ港における港湾関連サービス供給者に対する規則案を起草する。 
5-5. ジュバ港における危機管理計画を作成し、油流出災害等を想定した訓練を行う。         

【指標】 ・港湾内の保安計画案による研修及び訓練の実績 
・消火・消防計画書による訓練の実績 
・油流出災害等を想定した訓練の実績 

   
【成果 6】ジュバ港の港湾統計データが収集され、更新及び活用される。 
【活動】 

6-1. ジュバ港における統計データの収集状況を把握する。 
6-2. ジュバ港における統計データの収集様式及び調査手法を検討する。 
6-3. ジュバ港を対象に港湾統計データベースシステムを構築し、統計マニュアルを整備する。 
6-4. JRPA がジュバ港において港湾統計データの収集及び分析を行う。 

【指標】 ・統計データベースの定期的な更新実績 
・統計データベースを活用した計画・立案の実績 
・簡単な港湾統計書が作成された事実 

 
【成果 7】ジュバ港で蓄積された知識及び経験が南スーダン主要港職員で共有される8。 
【活動】 

7-1. ジュバ港以外の南部スーダン主要港における港湾管理運営の現状を把握し、課題を分析

する。 
7-2. ジュバ港以外の南部スーダン主要港の職員に対しても研修及びセミナーを行う。 

【指標】 ・ジュバ港以外の港湾の管理組織に対する研修・セミナーの実施回数 
・ジュバ港以外の港湾管理組織からの研修・セミナーの参加者数 

     
４－６ 全体投入方針 

活動計画については、活動の主たる内容によって以下のとおり大きく 3 つのフェーズに分け

ることが適当と考えられる。 
 
1) 第 1 フェーズ（2011 年 3 月～2012 年 3 月ころまでを想定） 

「ジュバ河川港拡充計画」による港湾建設本体工事が着工されるまでの時期： 
港湾活動の基礎となる部分（組織、法体系、予算、港湾施設管理等）を中心とした技術指

導を行う。 
 

2) 第 2 フェーズ（2012 年 4 月～2013 年 12 月ころまでを想定） 
建設途上（部分供用開始後）及び新しい港湾施設が全面供用開始され運営が軌道に乗るまで

の時期： 
新設桟橋及びクレーンを活用した本格的な機械化荷役導入、荷役以外の港湾の諸活動（保

                                                        
8 全体を通して、ジュバ港以外の港湾についても職員の能力向上を進めるため、適切な C/P が配置されることを条件に、ジュ

バにおける研修等に早期から参加させる。 
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安、警備等）の立ち上げを中心とした技術指導を行う。 
 

3) 第 3 フェーズ（2014 年 1 月～2015 年 2 月ころまでを想定） 
港湾のオペレーションが本格化し、貨物取り扱いを含むさまざまな港湾活動が活発化する時

期： 
第 1・第 2 フェーズの成果をモニタリング、フォローアップしつつ荷役の安全性、効率性

を高めるとともに、荷役以外の港湾の諸活動（保安、警備等）の強化を図るための技術指導

を行う。 
  

４－７ 活動別投入計画 

４－７－１ アウトプット 1 
＜JRPA の役割と責務が確立され、適切に機能する。＞ 

1-1. 南部スーダン主要港の現状を把握し、課題を分析する。 
・ジュバ港を含む南部スーダン主要港の管理・運営状況及び施設の整備・維持管理状況を

把握し、課題を概略整理する。管理運営状況については主要港を管理・運営するために

必要な諸活動を網羅的にリストアップする。南スーダン政府（国）、州政府、民間企業、

その他組織にかかわらず、また事務作業・荷役等の実作業をすべて含めるものとする。 
1-2. GOSS、CES、JRPA、船会社間の責任及び役割分担を明確化し、関係者間で認識共有す

る。 
・1-1 で整理した諸活動についてどの主体が行うのが適当か、役割分担を明確にする。 

1-3. GOSS が南部スーダン各主要港間の機能分担案を起草する。 
・南スーダンの港湾管理運営法制度を検討するためには内陸水運及び港湾に関する基本方

針（南スーダンでの内陸水運ネットワーク並びにそのなかでの各港湾の位置づけや機能

等の概略）についても想定する必要がある。このため、これらの港湾の将来の機能分担

案を起草する。 
1-4. GOSS が南部スーダンにおける JRPA を含む港湾管理組織に係る法体系案を起草する。 

・スーダンの関連行政法についての情報収集を行う（北スーダンの港湾セクター、南スー

ダンの運輸交通セクター等）。 
・南スーダンの河川港の基本法に含まれるべき法律事項を整理したうえで、法令案のドラ

フトを起草する。 
1-5. JRPA が各部局の所掌業務を明確化する。 

・1-2 の検討結果を踏まえ、JRPA の果たすべき役割を整理し、設置すべき部局・それらの

果たすべき所掌業務等を明確化する。 
1-6. JRPA が各部局の業務マニュアルを作成する。 

・1-5 の検討結果を踏まえ、JRPA の業務マニュアルを作成する。事務手続き上必要なプロ

セスや、様式等についても含めるものとする。 
1-7. JRPA が業務マニュアルに基づきジュバ港を運営する。 

・1-6 で作成した JRPA の業務マニュアルの導入支援を行う（研修、OJT 等）。JRPA の導   

入状況を適宜モニタリングし、必要な支援を行う。 
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４－７－２ アウトプット 2 
＜JRPA の予算・決算制度が確立される。＞ 

2-1. ジュバ港の現状の運営状況を把握し、改善策を提案する。 
・ジュバ港の利用状況を把握する。特に港湾料金の徴収に関連する、船舶の着岸状況、貨

物の取扱量、トラックの入構状況、並びに現状の港湾サービス水準（港湾諸料金や荷役

に要する時間等）について把握する。 
2-2. JRPA の収支状況を把握・分析し、改善策を提案する。 

・2-1 の結果も踏まえ、現在のジュバ港の港湾活動に関する収支状況を分析する。収入に

ついては徴収している港湾利用料の規模、支出については JRPA が港湾管理運営を行う

うえでの必要額を把握する。 
2-3. ジュバ港の施設及び機材の利用状況を把握し、改善策を提案する。 

・ジュバ港の施設・機材について、その所在（施設・機材の種類ごとの数量や導入年    

次等）、稼働状況を把握するとともに、施設・機材の貸付状況を把握する。JRPA が所有

する土地についてもその貸付状況を把握する。 
2-4. JRPA が港湾会計システムの基礎を習得する。 
2-5. JRPA が提案された改善案を踏まえ、ジュバ港の港湾タリフ及び施設貸付規則を含む予

算･決算制度案、会計システム案を起草する。 
・以下の作業を行うことにより予算・決算の制度案を起草する。2013 年に供用開始予定の

新規施設（桟橋、大型クレーン、倉庫）についてもこの対象に含める。 
①タリフ体系（案）の作成：港湾施設・機材、土地の利用に関する課金表（タリフ）の

案を作成する。また、施設の利用許可申請や料金徴収の方法を含む施設貸付の規則に

ついて検討する。この際には、JRPA の安定的な収支維持・利用者へのサービス向上と

いう視点を踏まえ、各種の料金水準を設定する。 
②JRPA における予算・決算の制度案の起草：予算（収入並びに支出計画）作成並びに予

算執行管理のためのシステムを検討する。このための様式や必要となるデータベース

のあり方についても含めるものとする。 
2-6. JRPA が予算（収支）計画を作成、執行、管理し、会計システムを運用する。 

・2013 年からの予算システムの運用を想定し、2-4 で作成した予算システムの導入支援を

行う（研修、OJT 等）。JRPA の導入状況を適宜モニタリングし、必要な支援を行う。 
 

４－７－３ アウトプット 3 
＜ジュバ港の施設が適切に維持管理される。＞ 

3-1. ジュバ港の施設・資機材の維持管理状況を把握し、課題を分析する。 
・施設・資機材並びに土地を適切に管理するための台帳の利用状況を把握し、利用に向け

た課題と改善方策を検討する。台帳が整備されていない場合には、その様式と管理方法

について検討する。 
3-2. ジュバ港の施設台帳を整備、更新する。 

・3-1 で検討した改善方策の実施支援を行う（研修、OJT 等）。JRPA の導入状況を適宜モ

ニタリングし、必要な支援を行う。 
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3-3. 港湾施設・資機材の点検マニュアルを作成する。 
・施設・資機材の維持管理が行われるための点検マニュアルを作成する。適切な維持管理

のためのマニュアルについてもこのなかに含めるものとする。なお、対象にはバース水

深等の測定も含めるものとする。 
3-4. JRPA がジュバ港において点検マニュアル及び施設台帳を用いて、施設の点検・維持管

理を実施する。 
・3-3 で作成した点検マニュアルの導入支援を行う（研修、OJT 等）。JRPA の導入状況を

適宜モニタリングし、必要な支援を行う。 
3-5. JRPA がジュバ港において、点検マニュアルに基づきバースの水深を測定・記録する。 

・水深のモニタリング・記録の実施に関する指導（研修、OJT 等）を行う。 
 

４－７－４ アウトプット 4 
＜ジュバ港において安全で効率的な荷役が行われる。＞ 

4-1. ジュバ港における荷役作業の実態を把握し、課題を分析する。 
・ジュバ港における荷役活動の実態や港湾サービス水準等に関する問題点を把握する。対

象は桟橋のみでなく、背後ヤードやトラックへの積み替え場所等も含むものとする。 
4-2. ジュバ港を対象とした荷役作業マニュアルを作成する。 

・新規に供用開始が予定されている施設（桟橋、クレーン、倉庫）を含んだジュバ港全体

における荷役システムを検討するとともに、その導入のためのマニュアルを作成する。

荷役活動の安全性（大型クレーンの利用や危険物の取り扱いを含む）についても配慮す

るものとする。 
・特に荷役活動の役割分担についても配慮する（特に荷役システム機械化後における荷役

ユニオンの果たすべき役割について配慮する）。 
4-3. ジュバ港において荷役関係者に対して荷役技術指導を行う。 

・ジュバ港の荷役関係者（並びに必要に応じて、他の港湾の荷役関係者）に対して以下の

技術指導（研修、OJT）を行う。 
①既存の施設を前提とした荷役の技術指導：クレーンの操作、背後ヤードの効率的な使

用、荷役活動における安全対策等について基礎的な指導を行う。   
②新規施設の利用を前提とした荷役の技術指導：新規に供用される施設を踏まえた安

全・効率的な荷役の実施に関する指導を行う。 
4-4. JRPA がジュバ港の新設桟橋において作業マニュアルに基づいた荷役を行う。 

【2013 年 6 月運用開始予定】 
・ジュバ港の新設桟橋において機械化荷役が円滑に実施されるよう技術指導（研修、OJT）

を行う。 
4-5. JRPA がジュバ港においてバース割り当てシステムを導入する。 

・ジュバ港におけるバース割り当てシステム（事前の入港届提出、関係者間のバース調整

会議開催等）を作成する。 
・着岸隻数、貨物量、荷役に要する時間等を考慮し、円滑にバージが着岸できるようなシ

ステムとなるよう配慮する。 
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4-6. JRPA がジュバ港における荷役業者らに関する規則案を起草する。 
・ジュバ港において活動する荷役業者、運送業者に関する活動規則案（港湾における活動

の許可・免許、料金に関する規則、その他安全にかかわる規則等）を作成する。 
 

４－７－５ アウトプット 5  
＜ジュバ港が安全、安心かつ、環境に配慮しつつ適切に管理される。＞ 

5-1. ジュバ港における港湾管理業務の現状を把握する。 
・各種活動の現状と課題を把握（保安・警備、消防、油漏れ等の事故への対応、港湾関連

サービス：綱取り、給油・給水、清掃、廃棄物処理）し、これらの対応状況・供給状況

を把握する。 
5-2. ジュバ港における港湾保安計画を作成し、訓練を実施する。 

・警察等の関係機関との連携も踏まえつつ、ジュバ港における保安計画を作成（役割分担

や緊急時の連絡体制等を含む）し、その実施のための訓練・演習を行う。 
5-3. ジュバ港における消火・消防計画を作成し、訓練を実施する。 

・消防等の関係機関との連携も踏まえつつ、ジュバ港における消防計画を作成（役割分担

や緊急時の連絡体制等を含む）し、その実施のための演習を行う。 
5-4. JRPA がジュバ港における港湾関連サービス供給者に対する規則案を起草する。 

・ジュバ港における港湾関連サービス（綱取り、給油・給水、清掃、廃棄物処理）供給の

あり方を検討し、活動規則の案（港湾における活動の許可・免許、料金に関する規則、

その他安全にかかわる規則等）を作成する。 
5-5. ジュバ港における危機管理計画を作成し、油流出災害等を想定した訓練を行う。 

・関係機関との連携も踏まえつつ、ジュバ港における油漏れ事故等への対応計画を作成 

（役割分担や緊急時の連絡体制等を含む）し、その実施のための演習を行う。 
 

４－７－６ アウトプット 6 
＜ジュバ港の港湾統計データが収集され、更新及び活用される。＞ 

6-1. ジュバ港における統計データの収集状況を把握する。 
・ジュバ港における統計データの現状（取得、蓄積、利用）を把握する。 

6-2. ジュバ港における統計データの収集様式及び調査手法を検討する。 
・ジュバ港における統計データの取得システム（様式、収集システム）を検討する。 

6-3. ジュバ港を対象に港湾統計データベースシステムを構築し、統計マニュアルを整備する。 
・ジュバ港における統計データベースシステムのあり方とその運用のためのマニュアルを

検討する。 
6-4. JRPA がジュバ港において港湾統計データの収集及び分析を行う。 
・JRPA の統計担当者（並びに必要に応じて、他の港湾の関係者）に対して、上記 6-2、6-3

において検討したシステムの運用に関する研修を行う（2012 年 1 月以降順次）。簡単な

統計書の作成方法についても取り扱う。 
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４－７－７ アウトプット 7 
＜ジュバ港で蓄積された知識及び経験が南スーダン主要港職員で共有される。＞ 

南スーダンのジュバ港以外の主要港において、現地の治安状況や港湾運営組織の設置状況を

踏まえつつ、以下の活動を実施する。 
対象港と時期については、現地の港湾運営組織の設置状況、治安状況を踏まえつつ設定する。

既に南部政府による運営が始まったマラカル港についてまず実施し、その後運営が開始された

港湾に順次対象を広げるものとする。 
 
7-1. ジュバ港以外の南部スーダン主要港における港湾管理運営の現状を把握し、課題を分析

する。 
・ジュバ港以外の港湾の管理・運営状況に関する情報収集を行い、各港湾の人材の配置情

況、運営状況や、港湾運営組織の確立に向けた課題を整理する。 
7-2. ジュバ港以外の南部スーダン主要港の職員に対しても研修及びセミナーを行う。 

・港湾管理運営システムの概要について、マラカル港等の現地において研修・セミナーを

実施する。 
・ジュバ港において実施する各種研修、ワークショップ、セミナー等に対し、ジュバ港以

外の港湾の関係者を随時参加させる。 
・ジュバ港以外の港湾関係者に対して、海外の港湾の視察の機会を与えることを主眼とし

た海外研修を行う（モンバサ港の港湾アカデミーや本邦研修等を想定）。 
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第５章 協力実施上の留意点 
 

以上の調査内容を踏まえると、本技術協力プロジェクト実施に際しては次のとおり留意するこ

とが望まれる。 
 
５－１ プロジェクト目標の範囲 

本プロジェクトは、港湾管理に係る関連法規制の提案、予算・管理制度の確立、運営管理体制

の構築、荷役の機械化、施設・機材の維持管理等、幅広い分野における活動内容を含んでいる。

一方、本プロジェクトをとりまく環境として、例えば 2011 年 1 月に予定されている住民投票によ

る政情・治安に対する不安、内戦に起因する C/P 人材の不足等の制約が考えられ、円滑なプロジ

ェクト活動には困難を伴うことも想定されている。 
このような条件を踏まえて、活動に際しては「ジュバ河川港拡充計画」（無償資金協力）によ

って建設される施設及び調達される資機材（以下、新規施設・資機材）が適切に運営管理され、

機械化荷役がスムーズに行われるようになることを主眼とし、他の活動は状況に応じた適切な進

捗管理が求められる。 
 

５－２ プロジェクトの開始時期 

南部スーダンは、CPA 履行の最終段階に向けて南北境界線の確定、2011 年 1 月の南部独立を

問う住民投票、同住民投票実施前のダルフール和平合意の成立等が課題となっている（参考：

外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/sudan/kankei.html）。よって、住民投票後 2011
年 3 月の立ち上げをめざす本プロジェクトは、同住民投票後の治安状況によっては開始時期を

遅延せざるを得ない可能性がある。 
 
５－３ 「ジュバ河川港拡充計画」（無償資金協力事業）との連携 

本プロジェクトは、「ジュバ河川港拡充計画」により整備される施設・資機材の適切な運営管

理が行われることを最大の成果としているところ、部分供用開始前後及び全面供用開始前後には、

施設・機材を専門分野とする各団員を集中的に投入し、成果発現に努めることが求められる。 
このために、本技術協力プロジェクト実施に際しては、「ジュバ河川港拡充計画」受注コンサ

ルタント・業者と、進捗状況、スケジュール、協力内容等の情報共有を行い、本プロジェクトの

活動計画に柔軟に反映させることが必要である。また、「ジュバ河川港拡充計画」においては、資

機材利用について、据え付け指導は行うものの、ソフトコンポーネントは想定されていないので、

機材の維持管理に係る技術指導は本協力で行うこととする。 
 
５－４ 港湾法制度整備支援専門家との連携 

本プロジェクト活動には、港湾管理に関する法制度や財政制度の確立等、政治的かつ関係者間

の利害調整に難航が想定される事項も含んでいる。そこで行政に係る専門的見地から GOSS/MTR
を支援するとともに、GOSS 内部の調整をサポートすべく、港湾法制度整備支援専門家を民間専

門家に加えて派遣することが望ましい。この専門家の具体的業務は法体系・行政体系へのアドバ

イスや合同調整委員会（JCC）（以下５－11 参照）等の節目のポイントで GOSS/MTR をサポートす

ることになるので、官民専門家の連携がプロジェクトの効果的な実施に不可欠である。 
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５－５ 対象地域に係る留意点 

本プロジェクトの中心は５－１の目標の範囲に既述のとおり、ジュバ港であるが、プロジェク

トの対象地域としては、主要 6 港（マンガラ港、ボア港、シャンベ港、アドック港、マラカル港、

レンク港）を含んでいる。この理由は、上位目標「南部スーダンにおいて内水輸送が円滑化され、

輸送能力が拡大する」を実現するためには、ジュバ港の荷役を円滑化するだけでなく、荷物の受

け手、送り手側となる他の港の人材育成が不可欠なためである。さらに、現在南部スーダン内で

ジュバとその他の地域間格差が拡大しつつある状況を受け、地域の均衡ある発展の観点から、他

港への支援に対する GOSS のニーズは極めて高く、プロジェクトにおいては、他港に裨益する活

動も合わせて展開することとする。 
ただし、治安上の制約から日本人専門家の派遣は JICA 安全管理基準に基づく範囲内での情報

収集・課題指摘のための現地視察、ワークショップ開催程度とし（2010 年 12 月現在で日本人の

渡航が認められているのはマラカルのみ）、成果 7 でめざすジュバ、第三国、本邦での研修実施を

中心とする活動が主要な協力内容となる。 
なお、現在南部政府と州政府による共同管理組合が存在するのはマラカルのみであり、他港で

は、実態上南部政府による管理が始まっていないところ、具体的な協力の開始は GOSS/MTR によ

る C/P の配置を前提条件としている。 
 
５－６ 責任機関（GOSS/MTR）と実施機関（CES/MoPI）との関係における留意点 

GOSS/MTR 及び CES/MoPI の将来的な所掌業務については覚書にて合意しているものの、その

内容と現状の乖離が顕著であることから、JICA としては、これまでの調査を通じ、具体的事例を

示しつつ先方自身によるそのスムーズな移行を求めてきている。 
一方、詳細計画策定調査を通じて、両者の関係には歴史的背景、教育事情9が根強く関与してお

り、教育、保健等の分野における JICA の協力においても両者の関係は課題を抱えていることが

明らかとなってきている。 
このように複数の要因が絡み合い、対立が生じている状況に対する理解を基に、各機関の業務

分掌の明確化を含む既得権限の変更も想定する本プロジェクトにおいては、両者の協議の機会を

適時設けるなど港湾法制度整備支援専門家も含む日本人専門家によるきめ細やかな対応を行うこ

とが肝要である。 
  
５－７ C/P の人材不足について 

設立後わずか 5 年しか経過していない GOSS は、中堅、現場レベルの人材が不足しており、局

長クラスがすべての事業で詳細内容まで直接判断せざるを得ない状況である。更には石油収入や

ドナー資金により、多くの事業が実施されており、これらの有能で意思決定ができる特定の政府

幹部に業務が集中する状況にある。 
この状況を踏まえ、本プロジェクトは中堅、現場レベルの人材育成に注力することとし、活動

計画策定及びその実施に際しては、先方政府組織の脆弱性に十分留意する。例えば、アポイント

メントの確保や作業依頼事項は、先方に随時リマインドするなどの丁寧なフォローが必要である。 

                                                        
9 CES 人材は内戦時代から地方政府として存在し、内戦時も国内に残った一方、GOSS 人材は CPA 後、海外から帰国し国政に

ついた者が多い。また、教育については GOSS が大卒レベルの人材に対して CES は中卒程度が多い状況であり、学歴差に起

因する給与・待遇面での格差も存在している。 
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５－８ ケニア・モンバサ港との連携 

モンバサではケニア港湾公社が港湾関係の教育機関・施設（バンダリ・カレッジ）を有してお

り、数週間から数カ月の研修を開催し周辺国からも研修生を受け入れている。モンバサ港では、

コンテナ荷役を含めた近代的な港湾運営を行っている。南部スーダンにおける研修で一定レベル

に達した職員をこのカレッジの研修に参加させることは、コンテナ荷役に対する実体験及び職員

の教育意欲向上につながると期待される。JICA は、ケニア港湾公社を対象とした技術協力プロジ

ェクト「モンバサ港取扱能力改善プロジェクト」を今後実施する予定であり、上記港湾法制度整

備支援専門家や第三国研修に関して、本プロジェクト活動との連携も想定している。 
 
５－９ 研修教材、マニュアル等作成時の留意点 

 スーダンにおいて基礎教育の就学率は全国で 62％（南部：20％）と推計されており（2005 年

JAM）、全般的に低いうえ、地域間格差も大きい。政府の努力により、就学率は一定の改善の方

向にあるが、その一方で学校の不足や資格をもつ教員の絶対数が不足する等の課題が表面化し

ており、特に南部では深刻な事態が生じている。技術教育・職業訓練については、ニーズの変

化に全く対応できておらず、労働市場にマッチした職業訓練計画の策定と実施が急務とされて

いる。 
よって、複数の研修教材やマニュアル作成を行う本プロジェクトにおいては、この南部スー

ダンにおける基礎教育、工学教育の背景を十分に踏まえ、図や絵を交えながら港湾職員及び関

係者が継続的に利用できるよう工夫する必要がある。 
 
５－10 プロジェクトの柔軟性の確保 

技術移転を目的とする技術協力プロジェクトでは、C/P のパフォーマンスやプロジェクトをと

りまく環境の変化によって、プロジェクトの活動を柔軟に変更していくことが必要となる。こ

の趣旨を踏まえ、コンサルタントは、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必

要に応じプロジェクトの方向性について、適宜 JICA に提言を行うことが求められる。JICA は、

これら提言について、遅滞なく検討し、必要な処置（GOSS との合意文書の変更等）をとること

とする。 
 

５－11 合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）の開催 

プロジェクトの情報共有及び必要な合意形成のため、6 カ月ごとを目処に JCC を開催する。JCC
のメンバーは、討議議事録（R/D）にて合意した以下のとおりであるが、必要に応じて議長、共

同議長、及びメンバーの合意の下、追加できる。 
 
1) 南部スーダン側 

・議  長：GOSS/MTR/DRT 局長 
・共同議長：CES/MoPI 第一局長 
・メンバー：GOSS/財務省、地域協力省、産業省、水資源・灌漑省 
        CES/財務省、産業省、そのほかの関係省庁 
        JRPA 
・オブザーバー：物流会社、船会社、荷役組合等の港湾関係者 
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2) 日本側 
・メンバー：JICA 専門家 
      JICA 南部スーダンフィールドオフィス 
・オブザーバー：日本大使館 

「ジュバ河川港拡充計画」関係者 
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第６章 事前評価 
 

以下の視点から評価した結果、協力の実施は適切と総合的に判断できる。 
 
６－１ 妥当性 

＜開発ニーズ及び政策との整合性＞ 
取扱貨物量の増加が見込まれるジュバ港をはじめとする南部スーダン各港の港湾管理運営能

力向上は不可欠で必要性・緊急性が高く、GOSS 及びわが国の開発政策と整合していることから

本プロジェクト実施の妥当性は高い。 
 

＜本邦技術の優位性＞ 
わが国は複雑な地形、厳しい自然条件を克服し、港湾を建設、運営管理してきており、現在世

界における港湾取扱貨物量上位 20 港に 6 港が入るほど高い能力、知見を有している。また他国に

多くの港湾管理分野に関する技術協力の実績を有し、南部スーダン内河川港の現状に即した適正

な技術移転が可能である。よって技術的な視点からも本プロジェクトの優位性は高い。 
 
６－２ 有効性 

＜プロジェクト目標の達成と成果の関係＞ 
本プロジェクトでは南部スーダン全体の港湾管理体制を考慮しながら JRPA の役割と責務、組

織体制を確立（成果 1）、JRPA の予算・決算制度を確立するとともに（成果 2）港湾施設の運営、

維持管理能力向上（成果 3、成果 4、成果 5）及び港湾統計データの収集と蓄積システムの構築（成

果 6）によって、総合的・包括的にジュバ港の港湾管理運営能力の強化を達成するものである。

また、ジュバ港で行う予定の研修には、南部スーダン内の他の主要商業港 6 港の職員も可能な限

り対象とすることで（成果 7）、港湾運営管理能力をジュバ港以外の 6 港においても共有すること

が見込まれる。 
 

＜プロジェクト目標達成までの外部条件の影響＞ 
本プロジェクトの目標達成までの外部条件としてジュバ港で同時期に実施予定の無償資金協

力事業「ジュバ河川港拡充計画」が予定から大幅に遅延しないこと、プロジェクトの C/P が離職

や異動をしないことが挙げられる。ジュバ河川港拡充計画は既に協力準備調査が開始されており、

現時点で大幅な遅延の可能性は低い。また GOSS 及びジュバ港が所在する中央エクアトリア州政

府ともに、港湾開発へのコミットメントは高く、現職の JRPA 幹部や職員の継続的な配置が見込

まれる。一方、ジュバ港以外の主要 6 港については、2010 年 10 月時点で配置が確認されている

のはマラカル港のみであり、C/P の配置を条件に他港に対する協力を開始することになる。 

 
６－３ 効率性 

＜投入の適切性＞   
本プロジェクトの対象地域となるジュバ港では 2012 年 4 月から無償資金協力事業「ジュバ河

川港拡充計画」の開始が予定されている。本プロジェクトでの港湾人材育成（ソフト面）と無償

資金協力事業による港湾施設整備（ハード面）が並行して行われることにより、整備された港湾
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施設や機材を利用しての技術実習、本プロジェクトで育成された人材による港湾施設の維持管理

など、効率的な実施が期待できる。他主要港職員に対する研修を実施しつつも、無償資金協力に

より施設整備がなされるジュバ港職員を重点的なターゲットグループとして設定しており、適切

な協力規模となっている。 
ジュバ港で構築された港湾管理運営体制や荷役作業、施設・資機材の点検業務に係るマニュア

ルは、研修を通じてジュバ港以外の 6 港の港湾職員とも共有される。したがって港湾管理運営に

係るノウハウが広く南部スーダンの港湾関係者へ波及すると考えられ、効率的である。 
中心人材の育成を目的とした本邦研修に加えて、より多くの職員育成のために第三国研修を隣

国のケニア・モンバサ港で計画している。モンバサ港は本邦と比して安価なコストで、文化的、

制度的、港湾レベルが類似した環境を有していることから、レベルに応じた効率的な人材育成が

可能である。 
 

＜投入のタイミング＞ 
2005 年の CPA 締結以降に自治権を獲得した GOSS では、ほとんどの法制度が未整備であり、

港湾行政もそのひとつとなっている。内水輸送の需要が高まるなか、円滑な内水輸送による物流

網の確立に向け、港湾関連実務能力の向上だけでなく南部スーダン全域で認知される法律に裏づ

けされた港湾管理組織の立ち上げや港湾関連法制度の整備が急務となっている。本プロジェクト

で起草される港湾管理組織に係る法体系案は、内水輸送の需要が高まるなかで、GOSS の今後の

内水輸送及び港湾の発展に寄与することが予想され、本プロジェクト実施のタイミングは適切で

あるといえる。 
 

＜コスト＞ 
本プロジェクトでは過去にジュバ河川港で実施された緊急開発調査による緊急整備事業（2006

年）及び同フォローアップ協力（2007 年）において供与された施設、機材（桟橋等）を活用し、

かつ研修を受講したジュバ港の港湾職員が主体的な役割を担うため、コスト・時間の節約が可能

である。また、日本側による協力に対する信頼関係、プロジェクトに対する理解醸成もスムーズ

であるため効率性が高いといえる。 

 
６－４ インパクト 

＜上位目標達成の見込み＞ 
戦後復興の進展を受け、南部スーダンでの内水輸送の取扱貨物が増加する一方、脆弱で非効率

な港湾運営管理体制、港湾運営管理に携わる職員の専門性の低さや経験不足によって港湾運営が

十分に機能していない。その一方で GOSS が期待する運輸・交通セクター開発における内水輸送

の潜在性は高く、上位目標達成のための外部条件である港湾開発に係る財源の確保及び港湾開発

に係る政策の継続が満たされる可能性は高いと推測できる。それによって、港湾人材の育成や港

湾施設整備など南部スーダンにおける継続的な港湾開発が見込まれ、上位目標である「南部スー

ダンでの円滑な港湾物流の促進」が達成される可能性は高いといえる。 
 

＜上位目標達成の阻害要因＞ 
2011 年 1 月に南部スーダンで予定されている南部スーダン独立の是非を問う住民投票の結果い
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かんによって南北スーダンの政情が再び不安定になる可能性が考えられる。政治的な理由によっ

て南北スーダン間の物流や人の往来が滞る事態が発生すれば、内水輸送の利用に対する影響も想

定される。本プロジェクトの実施においては、情勢を注視しながら進める予定である。 
 

＜波及効果＞ 
南部スーダンでは内戦中のインフラ破壊や道路開発の遅れにより、限られた輸送手段で輸送が

行われている。そのため高額な輸送コストが商品の市場価格を上昇させるとともに、市場に流通

する物資の数や種類も限られているのが実情である。本プロジェクトの実施によりジュバ港及び

他商業港 6 港の港湾管理能力が向上し効率的な港湾管理体制が構築されれば、低廉な運賃で大量

に物資を広域に運搬することが可能となり、南部スーダン内に流通する商品価格の低下や多様な

商品の大量流通などの経済効果が見込まれる。また、ジュバ港以外の主要商業港での貨物取扱量

が増加すれば、ジュバ以外の地域の経済効果が期待され、南部スーダン内の地域格差是正にも貢

献できる。 
本プロジェクトでは内水輸送による物流促進のため、港湾管理組織の役割や責任を明確にし、

港湾業務に関する基本的なルールを定めた法令案を起草する。GOSS では港湾行政に関する法律

が未整備であるため、本プロジェクトで作成された港湾関連法案は今後の GOSS の運輸交通政策

策定や港湾整備運営の基盤となることが予想される。 
 

＜負のインパクト＞ 
今後、ジュバ港の港湾管理能力が向上し、新設桟橋においてクレーンを利用した荷役作業の機

械化が本格化した場合、既存の人力荷役を行っている作業員（ポーター）の雇用機会が減少する

ことが懸念される。ジュバ港内に無償資金協力事業により新設予定の倉庫内での貨物管理や小口

貨物のコンテナへの詰め込み・詰めおろし作業等の業務割り当てなど、荷役作業員の職域確保を

図ることで、雇用機会の大幅な喪失につながらないよう配慮する必要がある。 
内水輸送の需要が増加し、白ナイル川を往来する船舶数が増加すると、船舶の衝突や座礁事故

の発生率が高くなる可能性がある。状況に応じて船舶が河川上を安全に航行できるよう、航路の

水深確認やブイの設置等を検討する必要がある。 
 

６－５ 自立発展性 

＜政策・制度面＞ 
現在 GOSS が管轄している南部スーダン内の各河川港は、最終的には港が所在する各州政府へ

移管される計画となっている。そのため GOSS、各州政府が共同で港湾開発に取り組んでおり、

JRPA でも GOSS から派遣された職員と州政府から派遣の職員によって運営されている。そのた

め GOSS、州政府ともに長期的な港湾開発の方針を共有しており、GOSS が州政府に港湾管理運

営の管轄を移管後も港湾開発に係る政策・財政支援は継続すると予想される。 
 

＜組織・財政面＞ 
港湾管理運営体制が構築されることにより、港を利用する民間船会社や荷主から適正な港湾利

用料金の徴収が見込まれる。各港湾管理組織によって港湾利用者からの港湾料金徴収が適切に行

われ収入が安定すれば、持続的な港湾施設の運営維持管理が期待できる。 
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本プロジェクトによって起草される港湾管理組織に係る法体系が南部スーダンにおける今後

の港湾管理組織設立のモデルとなり、本プロジェクト終了後も港湾管理組織立ち上げのサンプル

として、ジュバ港以外の南部スーダン各港でその手順が適用される可能性が高い。 
 

＜技術面＞ 
本プロジェクトで移転される港湾管理運営に係る技術、知見はジュバ港だけでなく主要商業港

6 港の港湾人材にも研修を通じて共有される。これら研修を受けたジュバ港及び各港の港湾人材

が、今後の南部スーダンでの港湾人材育成に貢献する可能性は高い。 
 

６－６ 貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

ジュバ港港内には故郷へ帰還するため、乗船可能な船を待つ多数の避難民が一時的に居留して

いる。こうした避難民の多くは内戦によって家や家族を失った貧困層である。本プロジェクトに

よって港湾運営管理体制が確立され、港湾の出入管理強化や整備が進むことにより、港内の避難

民が十分な事前協議や必要な補償なしに港湾内から排除されることがないよう、十分な配慮が必

要である。 

ジュバ港港内では避難民や周辺住民らによる河川へのゴミ投棄、排泄行為などが確認されてい

る。港湾管理運営体制の一環として、港湾職員だけでなく港湾地域の周辺住民や避難民にも港湾

地域内の環境保全について啓発・意識改善を促し環境への負荷軽減を行う。  

 
６－７ 過去の類似案件からの教訓の活用 

2007 年から実施された「ジュバ市内・近郊地域緊急生活基盤整備計画調査」（緊急開発調査）

フォローアップ協力では、ジュバ港の管理体制をめぐり南部スーダン政府と州政府の役割分担に

関する対立が JRPA 運営の妨げとなっている旨、指摘されている。本プロジェクトでは南部スー

ダン政府及び州政府の責任者や現場での実務担当者が研修や専門家からの技術移転作業を通じて

それぞれの役割分担や職務を補完することによって管理体制を構築し、相互理解を深めるととも

に港湾管理運営能力の強化という同じ目的を共有する予定である。
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